


はじめに

本年報は、民間事業者による信書の送達事業の現況について広く知っていた

だくために、総務省においてとりまとめたものです。

はがきや手紙などの信書の送達の事業について、民間事業者の参入を認める

「民間事業者による信書の送達に関する法律」が平成15年４月に施行されて以

来、５年あまりが経過しました。信書便事業への参入事業者は平成19年度末現

在で253者を数え、取扱通数も毎年着実に増加するなど、信書便事業は社会の

中で確実に広がりを見せています。

信書便市場においては、巡回集配サービスやバイクなどによる急送サービス、

慶弔メッセージカードの配達サービスをはじめ、利用者のニーズを踏まえたき

めの細かい様々なサービスが提供されています。また、警備業者や福祉事業者

など、運送事業を本業としない事業者の参入が見られるなど、サービスの提供

主体にも広がりが生じています。

本年報では、こうした信書便事業の現況について、説明やデータに加え、代

表的なサービスの流れや実際の利用者・事業者からの話などのトピックを織り

交ぜながら紹介しています。また、信書便制度の周知や個人情報保護の推進な

ど信書便事業に関する総務省の取組や、信書便事業の開始手続などについても、

これまで以上に分かりやすい形で掲載しております。

本年報が引き続き、国民の皆様方に広く活用され、我が国の信書便事業の現

況や信書便事業に関する取組についてのご理解をより一層深めていただく一助

となれば幸いです。

平 成 2 0 年 ９ 月

総務省 情報流通行政局

郵政行政部 信書便事業課
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第1節　信書便事業とは　　　　　　　　　　　　　　　　　　 P2

1「信書」とは

2  信書便事業の類型

3  主な信書便サービス

第2節　信書便事業の現況　　　　　　　　　　　　　　　　 P14

1  参入事業者数と役務の種類別提供者数の推移

2  参入事業者の経営形態と規模

3  提供区域別及び本社所在地別の参入状況

4  引受通数の推移

5  売上高の推移

内 容

第1章
信書便事業の現況

通信手段の一つである信書の送達の事業は、130年以上もの間、

郵便事業として国が独占して行ってきましたが、

平成15年4月から信書便法が施行され、

郵便事業とは別の信書便事業として、

民間事業者の参入する途が開かれました。

この章では、「信書」とはどのようなものか、

信書便事業にはどれくらいの事業者が参入し、

どのようなサービスを提供しているのかといったことをご紹介します。



第1章　信書便事業の現況

■ 書籍の類
類例：新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター

■ カタログ

■ 小切手の類
類例：手形、株券

■ プリペイドカードの類
類例：商品券、図書券

■ 乗車券の類
類例：航空券、定期券、入場券

■ クレジットカードの類
類例：キャッシュカード、ローンカード

■ 会員カードの類
類例：入会証、ポイントカード、マイレージカード

■ ダイレクトメール
・専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成され

るチラシのようなもの

・専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレット

やリーフレットのようなもの

1 「信書」とは

「信書」とは、はがきや手紙のように、特定の

受取人に対して、差し出した人の意思を表示した

り、事実を通知する文書をいいます。

はがきや手紙のほかにも、請求書や契約書、招

待状、証明書、一部のダイレクトメールなども、

特定の受取人に対し内容を伝えるために送付する

場合は「信書」に該当します。

「信書」は通信手段であり、憲法が保障する通

信の秘密を保護する必要があることから、「信書」

についての秘密を侵すことは禁止されています

（Ｐ42参照）。また、他人の「信書」の送達の事業

は、郵便事業株式会社と信書便事業者のみ行うこ

とができ、宅配便やメール便で「信書」の送付を

行うことは禁止されています（Ｐ26～27 参照）。

なお、信書便法では、「信書」そのものだけで

はなく、信書の包装及びその包装に封入される信

書以外の物を含めた「信書便物」を単位として、

様々な取扱いを定めています。

信書に該当しない文書の例

■ 書状

■ 請求書の類
類例：納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、

申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書

■ 会議招集通知の類
類例：結婚式等の招待状、業務を報告する文書

■ 許可書の類
類例：免許証、認定書、表彰状

■ 証明書の類
類例：印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し

■ ダイレクトメール
・文書自体に受取人が記載されている文書

・商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す

趣旨が明らかな文言が記載されている文書

信書に該当する文書の例

第1節 信書便事業とは
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2 信書便事業の類型

信書便事業には、以下の２つの類型があります。



第1章　信書便事業の現況

本 編　4

3 主な信書便サービス

現在、信書便事業者が提供している主なサービ

スをご紹介します。

（1）巡回集配サービス

対象信書の例：通知文書、依頼文書、

指示文書

一定のルートを巡回して、各地点で信書便物

を順次引き受け、配達するサービスです。企業

（本社、支社間ほか）や自治体（本庁、出張所、

学校、図書館ほか）、大学（キャンパス間ほか）

などで利用されています。

【依頼】○○について

平素より・・・

さて、○○についてお願い

いたしたく、・・・
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（2）定期集配サービス

対象信書の例：通知文書、指示文書、請求書

一定のルートを定期的に運行して、各地点で

信書便物を順次引き受け、配達するサービスで

す。企業の内部（本社から支社、支社から営業

所ほか）や、企業間（取引先間ほか）などで利

用されています。

【通知】○○について

平素より・・・

さて、○○については、

・・・
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（3）ビジネス文書の急送サービス

対象信書の例：請求書、領収書、見積書

請求書や領収書などの信書便物について、比

較的近い距離や限定された区域内を急送する

サービスです。引き受けた配送員がそのまま直

接配達する方法と、ハブ機能をもたせた営業所

を経由して運びつなぐ方法があります。

【請求書】

下記のとおりご請求申し上げます。

ご請求金額□□□円

第1章　信書便事業の現況
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第1章　信書便事業の現況
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（4）メッセージカードの配達サービス

対象信書の例：慶弔メッセージ

お祝いやお悔やみといったメッセージをイン

ターネットや電話、ＦＡＸで受け付けた後、配

達先に比較的近い地域でメッセージカードを印

刷し、そのカードを装飾が施された台紙やぬい

ぐるみなどと一緒に配達するサービスです。

新装ご開店、

心からお喜び申し上げます。

今後のご発展・ご繁栄をお祈り

します。・・・
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（5）高セキュリティサービス

対象信書の例：機密性の高い報告書や申込書

機密性の高いビジネス文書などの信書便物に

ついて、専用の箱・コンテナへ収納したり情報

システムを用いて照合確認するなどによりセキ

ュリティを確保しながら、航空機等を利用して

全国に配達するサービスです。

【業務報告書】

ご依頼いただいた○○の

結果について、別添のとおり

ご報告いたします。
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第1章　信書便事業の現況
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1 参入事業者数と役務の種類別提供者数の

推移

一般信書便事業への参入はないものの、特定信

書便事業への参入は増加を続け、平成19年度末時

点で253 者が参入しています。

役務別に見ると、１号役務を提供する事業者の

増加が目立ちますが、これは、17年度から公文書

の巡回集配業務（Ｐ４参照）を信書便事業者に委

託する自治体が増加し（Ｐ15 参照）、受託を見込ん

で当該業務の実施に比較的なじみやすい１号役務

で参入を行う事業者が多いためと考えられます。

第2節 信書便事業の現況

■ 図表1 参入事業者数（折れ線）と役務の種類別提供者数（縦棒）の推移
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2 参入事業者の経営形態と規模

会社形態の事業者は参入が始まった当初から多

数を占め、現在は全体の約８割となっています。

また、協同組合は、特に16・17年度に相次いで参

入し、現在は１割弱を占めています。こうした会

社や協同組合の多くは、本業である貨物運送事業

の車両や人員、ノウハウを活用して事業を展開し

ています。

他方、少数ながら貨物運送事業以外の分野から

の参入も見られます。特に近年、障がい者の方々

の就労支援の観点から、福祉事業を行うＮＰＯ法

人（特定非営利活動法人）や社会福祉法人が参入

する（Ｐ17参照）など、事業者の経営形態の幅に

広がりが生じています。

また、会社形態の参入事業者を資本金規模別に

見ると、３千万円未満が全体の６割弱を、その中

でも１千万円未満が約15％を占めており、個人事

業主などの存在をあわせ考えると、小規模な事業

者による参入も比較的容易な事業の実態が見て取

れます。

■ 図表3 参入事業者の経営形態（平成19年度末時点）

■ 図表4 会社形態の参入事業者の資本金規模（平成19年度末時点）



第
1
章

第
2
章

第
3
章

コ
ラ
ム

資
料
編

本 編　17



第1章　信書便事業の現況

本 編　18

3 提供区域別及び本社所在地別の参入状況

サービスの提供区域を役務別に見ると、１号・

２号役務と比較して、３号役務については広域で

サービスを提供する事業者が多く見られます。

これは、前者が巡回集配サービス（Ｐ４参照）

や急送サービス（Ｐ８参照）など、地域に根ざし

たサービスの提供を行いやすいのに対し、後者は、

メッセージカードの送付サービス（Ｐ10 参照）や

航空機を用いた高セキュリティのサービス（Ｐ12

参照）のように、全国での提供がサービスの魅力

となる場合が比較的多いためと考えられます。

本社所在地別の参入状況を見ると、関東・近

畿・九州に本社を置く事業者が多く見られます。

参入開始の当初は関東・近畿に本社を置く事業者

の参入が目立ったことと比べ、近年は東海・九州

をはじめとして地方に本社を置く事業者の割合が

増加しています。

■ 図表5 役務別・提供区域別の参入状況（平成19 年度末時点）

■ 図表6 本社所在地別の参入状況
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4 引受通数の推移

事業者数の増加にあわせて引受通数も伸びてお

り、平成19年度においては全体で約383万通とな

り、そのうちの約６割を１号役務が占めています。

平成17年度以降、１号役務の引受通数が大きく

増加しましたが、これは、同年度から公文書の巡

回集配業務（Ｐ４参照）を信書便事業者に委託す

る自治体が増え（Ｐ15 参照）、当該サービスが主に

１号役務として提供されたためと考えられます。

■ 図表7 引受通数の推移（単位：万通）
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5 売上高の推移

引受通数の増加にあわせて売上高も伸びてお

り、平成19年度においては売上高全体で約29億円

に達しています。

直近の年度である平成18年度と19年度を役務別

に比較すると、１号、３号の役務において、引受通

数（１号：35％、３号：24％ P19参照。）ととも

に、売上高（１号：45％、３号：28％）も順調に伸

びています。一方で、２号役務は、引受通数で

41％、売上高で17％の減少となりました。（％は

増減率）

■ 図表8 売上高の推移（単位：億円）
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第1節　信書便事業説明会の実施 P24

第2節　他人の信書の送達に関する適法性の確保 P26

第3節　個人情報保護の推進 P28

内 容

第2章
信書便事業に関する総務省の取組

信書便事業は平成15年から新たに参入が可能となった

まだまだ新しい事業であることから、

総務省において、全国各地で信書便事業に関する周知・広報に取り組んでいます。

また、個人情報の保護に関する国民の意識が高まるなか、

信書便事業分野においても適切に個人情報保護が図られるよう、

総務省としても必要な施策を講じているところです。

この章では、こうした信書便事業に関する総務省の取組についてご紹介します。



第2章　信書便事業に関する総務省の取組

総務省は、「信書」の定義や信書便事業などに

ついて周知を図るとともに、信書便事業への参入

を検討する上での参考としていただくため、自治

体や貨物運送事業者を主な対象として、全国で説

明会を開催してきました。

これまでの累計で、全国95ヵ所・ほぼすべての

都道府県で開催し、1,422の事業者と1,119の利用者

（いずれも延べ数）にご参加いただきました。そ

の様子がテレビや新聞で取り上げられることもあ

り、参加者のみならず、メディアを通じた形でも、

信書便事業への理解を深めていただいています。

また、参入事業者のうち約３割が、説明会をき

っかけとして信書便事業の許可を取得しており、

新たなサービスの提供の後押しになっています。

総務省としては、今後も説明会を開催して、

「信書」の定義や信書便事業などについての周知

を進めてまいります。

第1節 信書便事業説明会の実施

本 編　24

■ 図表8 信書便事業説明会の実施状況　（左軸：参加事業者／利用者数、右軸：実施箇所数）（延べ数）
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他人の信書の送達は、郵便又は信書便でしか行

えないことが法律で定められています。そのため、

郵便を取り扱う郵便事業株式会社以外の者が他人

の信書の送達の事業を行うには、信書便事業の許

可を取得する必要があります。

こうしたルールが法律で定められている理由

は、信書の送達が、宅配便やメール便のような

「物の運送」ではなく「通信」手段の一つであっ

て、大きく以下の２つの点に留意する必要がある

ためです。

総務省では、こうした法律の趣旨について、信

書便事業説明会（Ｐ24参照）などで周知するほか、

これに違反すると認められる事案に対して、差出

人と送達事業者の双方に対し、再度繰り返すこと

のないよう、説明・指導をしています。（16～19

年度の４年間では計30件を指導。）

総務省としては、今後とも、こうした法律の趣旨

について周知を進めるとともに、法律に違反すると

認められる事案に対して指導をしてまいります。

第2節
他人の信書の送達に関する
適法性の確保

①「誰でも・いつでも・手軽で・安価に・全国へ」の通信手段を守る

現在の郵便の事業は、採算地域においてサービスを提供して得られる収益で、不採算地域においてサービスを

提供して生じる赤字を埋め合わせて、全体として全国均一料金でのサービス提供を維持する構造です。

信書の送達の事業について、仮に自由な営業を認めた場合、採算地域だけでサービスを提供する「いいとこ取

り」が発生し、現在の郵便事業を支える構造が崩れて全国サービスの維持が困難となります。

そこで、そうした「いいとこ取り」にはならないということを確認できた事業者に対してのみ、他人の信書の

送達を認めることとしています。

②「誰から・誰あてに・いつ・何通・どんな信書を」の秘密を守る

憲法は、基本的人権の一つとして通信の秘密を保障しています。信書は通信のための文書ですので、差し出さ

れた信書に関する情報が他人に漏れたりするようなことなどがあってはなりません。

そこで、そうした秘密（信書の秘密）を守ることができるということを確認できた事業者に対してのみ他人の

信書の送達を認めることとしています。



第
1
章

第
2
章

第
3
章

コ
ラ
ム

資
料
編

本 編　27
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近年、経済・社会の情報化がますます進展し、

私たちの生活は大変便利なものになっています

が、その反面、本人の知らないうちに個人情報が

他の目的のために利用されたり、第三者に提供さ

れるなどの取扱いがなされた場合、本人に取り返

しのつかない被害を及ぼすおそれがあるため、プ

ライバシーに関する国民の不安も高まっています。

こうした状況を踏まえ、個人情報の有用性に配

慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

として、「個人情報の保護に関する法律」（個人情

報保護法）や「個人情報の保護に関する基本方針」

（閣議決定）において、様々な事業分野に共通す

る必要最小限のルールが定められています。

信書便事業は、信書の秘密の保護という憲法上

の規定に基づく措置が要請される分野であり、特

に個人情報の適正な取扱いを確保することが求め

られることを踏まえ、総務省では、事業者が講ず

る措置の指針として、「信書便事業分野における

個人情報保護に関するガイドライン」を定め、事

業者に対して主に以下のような個人情報の取扱い

を求めています。

なお、「信書の秘密の保護」と「個人情報の保

護」との関係は図表10のようになっており、例え

ば個々の信書に記載された差出人や受取人の氏

名、住所など、「個人情報」でかつ「信書の秘密」

にも該当する情報については、個人情報保護法と

信書便法の両方の規律により保護されることにな

ります。

第3節 個人情報保護の推進

・利用目的をできる限り特定し、その達成に必要な範囲で取り扱うこと、不正に取得せず、取得した場合は利用

目的を本人に通知することなど

・漏えい等の防止のための措置を講ずること、従業者や委託先を適切に監督すること、本人の同意なしに第三者

に提供しないことなど

・保有する情報について、本人からの開示の請求に応じることなど

・漏えい等が発生したら、事実関係を本人に通知することなど

■ 図表10 「信書の秘密の保護」と「個人情報の保護」との関係
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第3章
民間参入の沿革と今後の動向

信書便法は、郵便法とあいまって、

信書の送達のサービスがあまねく公平に提供されることを確保しながら、

利用者の選択の機会の拡大を図ることを目的としている法律です。

この章では、

民間事業者が信書の送達の事業に参入できるようになるまでの経緯や

信書便制度の概要、制度のあり方に関する見直しに関する検討状況について

ご紹介します。

第1節　信書便法が制定されるまで　　　　　　　　　　　　　 P38

第2節　信書便事業に参入するには　　　　　　　　　　　　　 P40

1  事業を開始するまでの流れ

2  事業の実施に関する許認可の基準

3  事業開始後の遵守事項

4  事後的な監督

第3節 郵便・信書便制度の見直しの状況　　　　　　　 P44

1 「郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関する研究会」の開催

2 「郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会」の開催

内 容



第3章　民間参入の沿革と今後の動向

民間事業者による信書の送達は、平成15年に信

書便法が施行されたことで可能となりましたが、

こうした民間参入の実現は、行政改革の流れの中

で、国の直営事業だった郵政事業のあり方の見直

しとともに検討されてきました。

以下では、信書便法が制定されるまでの経緯を

ご紹介します。
第1節 信書便法が制定されるまで
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第3章　民間参入の沿革と今後の動向
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1 事業を開始するまでの流れ

信書便事業を行うには、事業の許可を申請する

などの手続が必要です。

以下では、信書便事業を開始するまでの主な手

続の流れをご紹介します。

第2節 信書便事業に参入するには



2 事業の実施に関する許認可の基準

信書便事業に関する主な許認可の申請は、以下の基準で審査を行います。

① 信書便事業の許可の基準

■ 事業計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること

（受取人への手交や確実な受箱投函による配達方法であることなど）

■（一般信書便事業のみ）全国の区域において、一定の基準に適合する方法で一般信書便物の引受けや配達を行う

計画が含まれていること

（信書便差出箱（ポスト）約10万本の設置、週6日以上の配達など）

■ その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること

（事業収支見積りの算出が適正であることなど）

■ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること

（財産的基礎を有していることなど）

② 信書便約款の認可の基準

■ 以下に関する事項が適正かつ明確に定められていること

・信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項

・信書便の役務に関する料金の収受に関する事項

・その他信書便事業者の責任に関する事項

記載事項の具体例

・大きさ及び重量の制限、包装の方法など引受け条件

・誤配達の際の措置、転送及び還付の条件

・料金の収受方法や損害賠償の条件

■　特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

③ 信書便管理規程の認可の基準

■　取扱中の信書便物の秘密を保護するものとして適当であること

記載事項の具体例

・信書便の業務の監督等を行う信書便管理者の事業場ごとの選任

・信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法

・事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の報告、記録その他の措置

・信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
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3 事業開始後の遵守事項

信書便事業の実施に当たっては、以下のことを遵守する必要があります。

① 検閲の禁止・信書の秘密の保護

■　憲法は、第21条第2項で検閲の禁止と通信の秘密

を保障しています。信書は通信手段の一つであるこ

とから、信書便事業者の取扱中の信書便物について

の検閲は禁止されているとともに、信書便物の秘密

（信書の内容のほか、差出人や受取人の住所、氏名

など）を侵してはならないこととされています。

■　また、信書便の業務に従事する者は、その業務上、

信書便物に関する他人の秘密（信書の秘密のほか、

差出通数や差出年月日など）を容易に知り得る立場

にあるため、在職中に信書便物に関して知り得た他

人の秘密を守らなければなりません。（職を退いた

後も同様です。）

② 信書便物であることの表示

■　信書便の業務を行う際は、信書便物について、秘

密の保護等に配慮して適正に取り扱う必要があるこ

とから、信書便物であることを明確に識別可能とす

る必要があります。このため、信書便物を引き受け

たときは、信書便物の表面の見やすい所に、その事

業者が取り扱う信書便物であることを表示しなけれ

ばなりません。

③ 還付できない信書便物の措置

■　受取人不明などにより信書便物を配達できず、し

かも差出人不明などにより当該信書便物を差出人に

還付できない場合も想定されます。このような場合、

可能な限り配達を可能とし、又は配達できない旨を

差出人に通知することができるよう、信書便事業者

は、信書便物の秘密を保護するための一定の方法に

従って、信書便物を開くことができます。

■　しかし、信書便物を開いてもなお、受取人への配

達や差出人への還付ができないときは、当該信書便

物を施錠できる場所に保管するなど、秘密の保護に

配慮した手続を踏んで管理しなければなりません。

第3章　民間参入の沿革と今後の動向
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4 事後的な監督

① 命令、許可の取消し等

信書便の業務の適正な運営を確保するために必要な場合は、信書便事業者に対して、以下のような命令や許可

の取消し等を行う場合があります。

信書便法の施行に必要な限度で、信書便事業者に対して、以下のように報告を求めたり立入検査をしたりする

場合があります。

■ 事業計画の遵守命令

信書便事業者が、許可を受けた事業計画に従わずに

業務を行っていると認められる場合には、許可を受け

た事業計画に従って業務を行うよう命ずることができ

ます。

■ 事業改善の命令

信書便事業の適正な運営を確保するために必要があ

る場合には、事業計画や信書便約款、信書便管理規程

を変更することや、事業の運営を改善するために必要

な措置をとることを命ずることができます。

また、一般信書便役務（P3参照）に関して、料金が

全国一律でないなどの違反が認められる場合には、料

金の変更を命ずることができます。

■ 許可の取消し等

信書便事業者が、信書便法に違反した場合などには、

事業の許可を取り消したり、6ヶ月以内の期間で事業

の停止を命ずることができます。

② 報告の徴収・立入検査

■ 報告の徴収

定期的な報告として、毎年1回、信書便事業者の営

業の概況や引受けの実績の提出を求めるなどのほか、

大量の信書便物を紛失したなどの場合には臨時に報告

を求める場合があります。

■ 立入検査

事務所などに立ち入って、業務の状況などを検査し

ます。

初めて信書便の業務の実績があった翌年度などに行

う定期的な検査のほか、重大事故の発生時などにも検

査を行う場合があります。
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第3章　民間参入の沿革と今後の動向
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1「郵便におけるリザーブドエリアと競争政

策に関する研究会」の開催

平成15年の信書便法の施行以降、一般信書便事

業について参入がないことを踏まえ、平成18年１

月に総務大臣の主催の標記研究会が開催され、郵

便における民間参入の条件と競争政策の在り方

や、全国あまねく公平なサービスの提供の確保と

リザーブドエリアとの関係等について検討が行わ

れました。

平成18年６月に取りまとめられた報告書では、

平成19年10月の郵政民営化に向けて、当面講ず

べき施策について以下のような提言がなされま

した。

第3節
郵便・信書便制度の見直しの
状況
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2「郵便・信書便制度の見直しに関する調査

研究会」の開催

１で述べた研究会においては、現行制度の枠組

みを前提とした提言がなされましたが、郵便・信

書便分野を巡っては、郵政民営化や米国における

郵便改革法の施行に向けた動きなどの新たな展開

が見られるため、これまでの提言や議論を更に発

展させる観点から、郵便・信書便制度全般につい

て見直しを行うため、平成19年２月に総務大臣主

催の標記研究会が開催されました。

平成19年11月に中間報告が取りまとめられ、そ

の後、研究会はあるべき郵便・信書便制度に向け

た検討を行い、平成20年６月に最終報告として、

以下のような内容が取りまとめられました。
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資料1
信書に該当する文書に関する指針



資料1 信書に該当する文書に関する指針

資 料 編　50

信書に該当する文書に関する指針
（平成15年総務省告示第270号）

1 目的

この指針は、民間事業者による信書の送達事

業の許可制度を実施するに当たり、許可を要す

る民間事業者の範囲を明らかにするために、郵

便法（昭和22年法律第165号）第４条第２項及

び民間事業者による信書の送達に関する法律

（平成14年法律第99号）第２条第１項に規定さ

れた信書の定義に基づき、信書の考え方を明ら

かにするとともに、信書に該当する文書を分か

りやすく示すことを目的とする。

2 基本的な考え方

（１） 信書の送達は、国民の基本的通信手段で

あり、その役務を全国あまねく公平に提供

する必要がある。また、信書の送達に当た

っては、日本国憲法第21条第２項で保障す

るところにより信書の秘密が確保されなけ

ればならない。このようなことから、郵便

法及び民間事業者による信書の送達に関す

る法律においては、取扱中に係る信書の秘

密は侵してはならない等の規定を設け、信

書の送達を保護しているものである。

（２） 「信書」とは、「特定の受取人に対し、差

出人の意思を表示し、又は事実を通知する

文書」と定義されている。

ア　　「特定の受取人」とは、差出人がそ

の意思の表示又は事実の通知を受ける

者として特に定めた者のことである。

文書自体に受取人が記載されている場

合には、差出人が「特定の受取人」に

あてたことが明らかであるが、その記

載がないものであっても、受取人が記

載されていない手紙文などのようにそ

の内容から受取人が省かれていること

が分かる場合には、包装に記載された

あて名によって受取人が具体的になる

ことから、「特定の受取人」にあてた

ものとなる。

また、受取人は、民法上の自然人、

法人に限定されるものでなく、法人格

のない団体や組合等も含まれ、一人で

あっても複数人であっても具体的に定

まっていればよい。

イ　　「意思を表示し、又は事実を通知す

る」とは、差出人の考えや思いを表し、

又は現実に起こり若しくは存在する事

柄等の事実を伝えることである。

一般的に、個人がその意思を表示し、

又は事実を通知する文書を特定の受取

人に送付する場合は、その文書が信書

に該当することは明らかであるが、同

一内容で大量に作成された文書を個々

の受取人に対して送付する場合であっ

ても、内容となる文書が特定の受取人

に対して意思を表示し、又は事実を通

知するものであれば、信書に該当する。

ウ　　「文書」とは、文字、記号、符号等

人の知覚によって認識することができ

る情報が記載された紙その他の有体物

のことである。

文書の記載手段は、筆書に限られず、

印章、タイプライター、印刷機、コピー

機、プリンター等によるものでもよく、

また、文書を記載する素材は、紙のほ

か木片、プラスチック、ビニール等有

体物であればよい。

なお、電磁的に記録されたフロッピー

ディスク、コンパクトディスク等は、

そこに記載された情報が、人の知覚に

よって認識することができないもので
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あるので、これらを送付しても郵便法

第４条第２項に規定する信書の送達に

は該当しない。

3 信書に該当する文書の例

（１）書状

書状は、考えや用件などの意思を表示

し、又は事実を通知する文書であるので、

差出人から特定の受取人にその内容を伝

えるために送付する場合は、信書に該当

する。

（２）請求書の類

請求書は、代金を請求するという意思

を表示し、又は事実を通知する文書であ

るので、差出人から特定の受取人にその

内容を伝えるために送付する場合は、信

書に該当する。

（類例）納品書、領収書、見積書、願書、

申込書、申請書、申告書、依頼書、

契約書、照会書、回答書、承諾書

（３）会議招集通知の類

会議招集通知は、会議への出席を要請

するという意思を表示し、又は事実を通

知する文書であるので、差出人から特定

の受取人にその内容を伝えるために送付

する場合は、信書に該当する。

（類例）結婚式等の招待状、業務を報告す

る文書

（４）許可書の類

許可書は、許可するという意思を表示

し、又は事実を通知する文書であるので、

差出人から特定の受取人にその内容を伝

えるために送付する場合は、信書に該当

する。

（類例）免許証、認定書、表彰状

（５）証明書の類

証明書は、ある事項が真実であること

や間違いがないことの事実を通知し、又

は意思を表示する文書であるので、差出

人から特定の受取人にその内容を伝える

ために送付する場合は、信書に該当する。

（類例）印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄

本、住民票の写し

（６）ダイレクトメール

ア　　商品などの広告を内容として同一内

容の文書を多数の受取人にあてて差し

出す形態をとるいわゆるダイレクトメ

ールについては、その差出人が特定の

受取人を選別し、その者に対して商品

の購入等を勧誘する文書を送付する場

合には、一般的に特定の受取人に対し

て意思を表示し、又は事実を通知する

文書となるので、信書に該当する。

具体的には、文書自体に個々の受取

人が記載されている場合、その記載が

ない場合であっても、商品の購入等利

用関係があることを示す文言や契約関

係等差出人との間において特定の関係

にある者への意思の表示又は事実の通

知である旨の文言その他の差出人が特

定の受取人に差し出す趣旨が明らかと

なる文言が記載されている場合は、信

書に該当する。

イ　　しかしながら、例えばその内容が公

然あるいは公開たりうる事実のみであ

り、専ら街頭における配布や新聞折り

込みを前提として作成されるチラシの

ような場合、専ら店頭における配布を

前提として作成されるパンフレットや

リーフレットのような場合には、それ

らが差し出される場合にも特定の受取

人に対して意思を表示し、又は事実を

通知するという実態を伴わないことか

ら、信書には該当しない。

4 信書に該当しない文書の例

（１）書籍の類

書籍は、広く一般に対して発行される
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ものであることから、そこに記載された

文書は、広く一般に対して意思を表示し、

又は事実を知らせるものであり、特定の

受取人に対するものではないので、信書

には該当しない。

（類例）新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、

カレンダー、ポスター

（２）カタログ

ここにいう「カタログ」とは、必要なと

きに商品を選択して注文するためのもの

で、系統的に編さんされた商品、申込方

法、商品の広告等が印刷された商品紹介

集（一般的には冊子としたもの）である。

カタログは、利用者一般に対して発行

されるものであることから、そこに記載

された文書は、広く一般に対して意思を

表示し、又は事実を知らせるものであり、

特定の受取人に対するものではないので、

信書には該当しない。

（３）小切手の類

小切手は、流通性を有する証券であっ

て、そこに記載された文書は、証券が流

通する際に必要とされる事項を記載した

ものであり、特定の受取人に対して意思

を表示し、又は事実を通知する文書では

ないので、信書には該当しない。

（類例）手形、株券

（４）プリペイドカードの類

プリペイドカードは、金銭の支払手段

として使用するために発行されるもので

あり、そこに記載された文書は、一般的

にはそれを使用する際に必要となる注意

事項であることから、特定の受取人に対

して意思を表示し、又は事実を通知する

ものではないので、信書には該当しない。

（類例）商品券、図書券

（５）乗車券の類

乗車券は、鉄道やバスなどの交通機関

に乗るために発行されるものであり、そ

こに記載された文書は、一般的には乗車

する際に必要となる注意事項であること

から、特定の受取人に対して意思を表示

し、又は事実を通知するものではないの

で、信書には該当しない。

（類例）航空券、定期券、入場券

（６）クレジットカードの類

クレジットカードは、金銭の支払手段

としての機能を有する物であるので、そ

この記載文が物と密接に関連している場

合には、信書には該当しない。

（類例）キャッシュカード、ローンカード

（７）会員カードの類

会員カードは、会員であることを確認

する等の機能を有する物であり、そこに

記載された文書は、当該カードを使用す

る際に必要となる注意事項であることか

ら、特定の受取人に対して意思を表示し、

又は事実を通知するものではないので、

信書には該当しない。

（類例）入会証、ポイントカード、マイレー

ジカード

5 添え状・送り状

運送営業者、その代表者又はその代理人その

他の従業者は、その運送方法により他人のため

に信書の送達をしてはならないが、貨物に添付

する無封の添え状又は送り状は、この限りでな

いこととされている（郵便法第４条第３項）。

（１） この規定は、添え状・送り状が受取人や

運送営業者にとって貨物の点検等を行う場

合に有益な文書であり、貨物を送付する際

に添付されることが必要と認められること

から設けられたものである。したがって、

添え状・送り状は、貨物という送付の主体

があって、その送付に関する事項が記載さ

れた文書が従として添えられる場合に限ら

れるものである。

（２） 「添え状」とは、送付される貨物の目録
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や性質、使用方法等を説明する文書及び当

該貨物の送付と密接に関連した次に掲げる

簡単な通信文で当該貨物に従として添えら

れるもののことである。

ア　貨物の送付に関して添えられるその処

理に関する簡単な通信文

イ　貨物の送付目的を示す簡単な通信文

ウ　貨物の授受又は代金に関する簡単な通

信文

エ　貨物の送付に関して添えられるあいさ

つのための簡単な通信文

オ　その他貨物に従として添えられる簡単

な通信文であって、上記アからエまで

に掲げる事項に類するもの

（３） 「送り状」とは、貨物を送付したことを

通知する案内書のことであり、具体的には、

送付される貨物の種類、重量、容積、荷造

りの種類、個数、記号、代価、受取人並び

に差出人の住所及び氏名等当該貨物の送付

に関する事項が必要に応じて記載されたも

ののことである。

6 その他

本指針で掲げた信書に該当する文書等の例

は、現状での具体的な事例を踏まえたものであ

るが、今後の信書の利用状況に応じて、これを

見直し、新たな例の追加等を行うものとする。
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目次

第一章　総則（第一条－第五条）

第二章　一般信書便事業

第一節　事業の許可（第六条－第十五条）

第二節　業務（第十六条－第二十五条）

第三節　監督（第二十六条－第二十八条）

第三章　特定信書便事業（第二十九条－第三十三条）

第四章　雑則（第三十四条－第四十二条）

第五章　罰則（第四十三条－第五十一条）

附則

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、民間事業者による信書の送

達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正

な運営を確保するための措置を講ずることによ

り、郵便法（昭和二十二年法律第百六十五号）

と相まって、信書の送達の役務について、あま

ねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の

機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に

資することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において「信書」とは、郵便法

第四条第二項に規定する信書をいう。

２　この法律において「信書便」とは、他人の信

書を送達すること（郵便に該当するものを除

く。）をいう。

３　この法律において「信書便物」とは、信書便

の役務により送達される信書（その包装及びそ

の包装に封入される信書以外の物を含む。）を

いう。

４　この法律において「一般信書便役務」とは、

信書便の役務であって、次の各号のいずれにも

該当するものをいう。

一　長さ、幅及び厚さがそれぞれ四十センチメ

ートル、三十センチメートル及び三センチメ

ートル以下であり、かつ、重量が二百五十グ

ラム以下の信書便物を送達するもの

二　国内において信書便物が差し出された日か

ら三日（国民の祝日に関する法律（昭和二十

三年法律第百七十八号）に規定する休日その

他総務省令で定める日の日数は、算入しな

い。）以内（信書便物が、地理的条件、交通

事情その他の条件を勘案して総務省令で定め

る地域から差し出され、又は当該地域にあて

て差し出される場合にあっては、三日を超え

二週間を超えない範囲内で総務省令で定める

日数以内）に当該信書便物を送達するもの

５　この法律において「一般信書便事業」とは、

信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供

する事業であって、その提供する信書便の役務

のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

６　この法律において「一般信書便事業者」とは、

一般信書便事業を営むことについて第六条の許

可を受けた者をいう。

７　この法律において「特定信書便役務」とは、

信書便の役務であって、次の各号のいずれかに

該当するものをいう。

一　長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメー

トルを超え、又は重量が四キログラムを超え

る信書便物を送達するもの

二　信書便物が差し出された時から三時間以内

に当該信書便物を送達するもの

三　その料金の額が千円を下回らない範囲内に

おいて総務省令で定める額を超えるもの

８　この法律において「特定信書便事業」とは、

信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供

する事業であって、その提供する信書便の役務

民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）
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が特定信書便役務のみであるものをいう。

９　この法律において「特定信書便事業者」とは、

特定信書便事業を営むことについて第二十九条

の許可を受けた者をいう。

（郵便法の適用除外）

第三条　郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げ

る場合には、適用しない。

一　一般信書便事業者が信書便物の送達を行う

場合

二　特定信書便事業者が特定信書便役務に係る

信書便物の送達を行う場合

三　一般信書便事業者又は特定信書便事業者か

ら信書便の業務の一部の委託を受けた者が当

該委託に係る信書便物の送達を行う場合

四　一般信書便事業者又は特定信書便事業者と

信書の送達の事業に関する協定又は契約を締

結した外国信書便事業者（外国の法令に準拠

して外国において信書の送達の事業を行う者

をいう。以下同じ。）が当該協定又は契約に

基づき信書便物の送達を行う場合

（検閲の禁止）

第四条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者

の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはなら

ない。

（秘密の保護）

第五条　一般信書便事業者又は特定信書便事業者

の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはなら

ない。

２　信書便の業務に従事する者は、在職中信書便

物に関して知り得た他人の秘密を守らなければ

ならない。その職を退いた後においても、同様

とする。

第二章　一般信書便事業

第一節　事業の許可

（事業の許可）

第六条　一般信書便事業を営もうとする者は、総

務大臣の許可を受けなければならない。

（許可の申請）

第七条　前条の許可を受けようとする者は、次に

掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出

しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二　次に掲げる事項に関する事業計画

イ　信書便物の引受けの方法　　

ロ　信書便物の配達の方法

ハ　イ及びロに掲げるもののほか、信書便物

の送達の方法

ニ　その他総務省令で定める事項

三　他に事業を行っているときは、その事業の

種類

２　前項の申請書には、事業収支見積書その他総

務省令で定める事項を記載した書類を添付しな

ければならない。

（欠格事由）

第八条　次の各号のいずれかに該当する者は、第

六条の許可を受けることができない。

一　一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、

その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなった日から二年を経過しない者

二　一般信書便事業又は特定信書便事業の許可

の取消しを受け、その取消しの日から二年を

経過しない者（当該許可を取り消された者が

法人である場合においては、当該取消しに係

る聴聞の通知が到達した日（行政手続法（平

成五年法律第八十八号）第十五条第一項の通

知が到達した日（同条第三項により通知が到

達したものとみなされた日を含む。）をいう。）

前六十日以内にその法人の役員であった者で

当該取消しの日から二年を経過しないものを

含む。）

三　法人であって、その役員のうちに前二号の

いずれかに該当する者のあるもの
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（許可の基準）

第九条　総務大臣は、第六条の許可の申請が次に

掲げる基準に適合していると認めるときでなけ

れば、同条の許可をしてはならない。

一　その事業の計画が信書便物の秘密を保護す

るため適切なものであること。

二　その事業の計画が全国の区域において一般

信書便役務に係る信書便物（以下この号にお

いて「一般信書便物」という。）を引き受け、

かつ、配達する計画を含むものであって、事業

計画に次に掲げる事項が定められていること。

イ　総務省令で定める基準に適合する信書便

差出箱の設置その他の一般信書便物を随

時、かつ、簡易に差し出すことを可能とす

るものとして総務省令で定める基準に適合

する信書便物の引受けの方法

ロ　一週間につき六日以上一般信書便物の配

達を行うことができるものとして総務省令

で定める基準に適合する信書便物の配達の

方法

三　前二号に掲げるもののほか、その事業の遂

行上適切な計画を有するものであること。

四　その事業を適確に遂行するに足る能力を有

するものであること。

（氏名等の変更）

第十条　一般信書便事業者は、第七条第一項第一

号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき

は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なけ

ればならない。

（事業計画の遵守義務）

第十一条　一般信書便事業者は、その業務を行う

場合には、第六条の許可に係る事業計画（以下

この章において単に「事業計画」という。）に

定めるところに従わなければならない。

（事業計画の変更）

第十二条　一般信書便事業者は、事業計画の変更

（第三項に規定するものを除く。）をしようとす

るときは、総務大臣の認可を受けなければなら

ない。

２　第九条の規定は、前項の認可について準用する。

３　一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微

な事項に関する事業計画の変更をしたときは、

遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければ

ならない。

（事業の譲渡し及び譲受け等）

第十三条　一般信書便事業の譲渡し及び譲受け

は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力

を生じない。

２　一般信書便事業者たる法人の合併及び分割

は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力

を生じない。ただし、一般信書便事業者たる法

人と一般信書便事業を営まない法人が合併する

場合において一般信書便事業者たる法人が存続

するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分

割をする場合において一般信書便事業を承継さ

せないときは、この限りでない。

３　第八条及び第九条の規定は、前二項の認可に

ついて準用する。

４　第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り

受けた者又は第二項の認可を受けて一般信書便

事業者たる法人が合併若しくは分割をした場合

における合併後存続する法人若しくは合併によ

り設立された法人若しくは分割により一般信書

便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づ

く権利義務を承継する。

（相続）

第十四条　一般信書便事業者が死亡した場合にお

いて、相続人（相続人が二人以上ある場合にお

いてその協議により当該一般信書便事業を承継

すべき相続人を定めたときは、その者。次項に

おいて同じ。）が被相続人の営んでいた一般信

書便事業を引き続き営もうとするときは、被相

続人の死亡後六十日以内に、総務大臣の認可を
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受けなければならない。

２　相続人が前項の認可の申請をした場合には、

被相続人の死亡の日からその認可をする旨又は

その認可をしない旨の通知を受ける日までは、

被相続人に対してした一般信書便事業の許可

は、その相続人に対してしたものとみなす。

３　第八条及び第九条の規定は、第一項の認可に

ついて準用する。

４　第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る

第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

（事業の休止及び廃止並びに法人の解散）

第十五条　一般信書便事業者は、その事業を休止

し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の

許可を受けなければならない。

２　一般信書便事業者たる法人の解散の決議又は

総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなけれ

ば、その効力を生じない。

３　総務大臣は、一般信書便事業の休止若しくは

廃止又は法人の解散により公共の利益が著しく

阻害されるおそれがあると認める場合を除き、

第一項の許可又は前項の認可をしなければなら

ない。

第二節　業務

（料金）

第十六条　一般信書便事業者は、総務省令で定め

るところにより、一般信書便役務に関する料金

を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なけれ

ばならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。

２　前項の料金（総務省令で定める料金を除く。

第二十七条第二号において同じ。）は、次の各号

のいずれにも適合するものでなければならない。

一　配達地により異なる額が定められていない

こと（一般信書便事業者の一の事業所におい

てその引受け及び配達を行う信書便物に係る

料金を除く。）。

二　大きさ及び形状が総務省令で定める基準に

適合する信書便物であって、その重量が二十

五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量

の信書の送達の役務が国民生活において果た

している役割の重要性、国民の負担能力、物

価その他の事情を勘案して総務省令で定める

額を超えないものであること。

三　定率又は定額をもって明確に定められてい

ること。

四　特定の者に対し不当な差別的取扱いをする

ものでないこと。

（信書便約款）

第十七条　一般信書便事業者は、信書便の役務に

関する提供条件（料金及び総務省令で定める事

項に係るものを除く。）について信書便約款を

定め、総務大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときも、同様とする。

２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号の

いずれにも適合していると認めるときは、同項

の認可をしなければならない。

一　信書便物の引受け、配達、転送及び還付並

びに送達日数に関する事項、信書便の役務に

関する料金の収受に関する事項その他一般信

書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明

確に定められていること。

二　特定の者に対し不当な差別的取扱いをする

ものでないこと。

（料金等の掲示）

第十八条　一般信書便事業者は、第十六条第一項

の規定により届け出た料金、前条第一項の認可

を受けた信書便約款（同項の総務省令で定める

事項に係る提供条件を含む。次条において同

じ。）その他総務省令で定める事項をその営業

所において公衆に見やすいように掲示しなけれ

ばならない。

（一般信書便役務の提供義務等）

第十九条　一般信書便事業者は、正当な理由がな
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ければ、一般信書便役務の提供を拒んではなら

ない。

２　一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定

により届け出た料金及び第十七条第一項の認可

を受けた信書便約款によらなければ一般信書便

役務を提供してはならない。

３　一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可

を受けた信書便約款によらなければ一般信書便

役務以外の信書便の役務を提供してはならない。

（信書便物であることの表示）

第二十条　一般信書便事業者は、信書便物を引き

受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協

定若しくは契約を締結した外国信書便事業者か

ら信書便物を引き渡されたときは、総務省令で

定める場合を除き、総務省令で定めるところに

より、当該信書便物の表面の見やすい所に当該

一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であ

ることを表示しなければならない｡

（還付できない信書便物の措置）

第二十一条　一般信書便事業者は、受取人不明そ

の他の事由により信書便物を送達することがで

きない場合において、差出人不明その他の事由

により当該信書便物を差出人に還付することが

できないときは、総務省令で定めるところによ

り、当該信書便物を開くことができる。

２　一般信書便事業者は、前項の規定により当該

信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達

し、又は差出人に還付することができないとき

は、総務省令で定めるところにより、当該信書

便物を管理しなければならない。

（信書便管理規程）

第二十二条　一般信書便事業者は、その取扱中に

係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令

で定めるところにより、信書便の業務の管理に

関する事項について信書便管理規程を定め、総

務大臣の認可を受けなければならない。これを

変更しようとするときも、同様とする。

２　総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事

業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護する

ものとして適当であると認めるときは、前項の

認可をしなければならない。

３　一般信書便事業者及びその従業者は、信書便

管理規程を守らなければならない。

（業務の委託）

第二十三条　一般信書便事業者は、信書便の業務

の一部を委託しようとするときは、総務大臣の

認可を受けなければならない。

２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号の

いずれにも適合していると認めるときは、同項

の認可をしなければならない。

一　当該委託を必要とする特別の事情がある

こと。

二　受託者が当該業務を行うのに適している者

であること。

（他の一般信書便事業者との協定等）

第二十四条　一般信書便事業者は、他の一般信書

便事業者又は特定信書便事業者と信書の送達の

事業に関する協定又は契約（信書便の業務の一

部の委託に関するものを除く。次項及び次条に

おいて同じ。）を締結しようとするときは、総

務大臣の認可を受けなければならない。

２　総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号の

いずれにも適合していると認めるときは、同項

の認可をしなければならない。

一　当該協定又は契約の締結を必要とする特別

の事情があること。

二　一般信書便役務を提供するための協定又は

契約でないこと。

（外国信書便事業者との協定等）

第二十五条 一般信書便事業者は、外国信書便事

業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約

を締結しようとするときは、総務大臣の認可を

受けなければならない。
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第三節　監督

（事業計画の遵守命令）

第二十六条　総務大臣は、一般信書便事業者が第

十一条の規定に違反していると認めるときは、

当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い

業務を行うべきことを命ずることができる。

（事業改善の命令）

第二十七条　総務大臣は、一般信書便事業の適正

な運営を確保するため必要があると認めるとき

は、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項

を命ずることができる。

一　事業計画、信書便約款又は信書便管理規程

を変更すること。

二　一般信書便役務に関する料金が第十六条第

二項各号のいずれかに適合していないと認めら

れる場合において、当該料金を変更すること。

三　前二号に掲げるもののほか、事業の運営を

改善するために必要な措置をとること。

（許可の取消し等）

第二十八条　総務大臣は、一般信書便事業者が次

の各号のいずれかに該当するときは、六月以内

において期間を定めて事業の全部若しくは一部

の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すこ

とができる。

一　この法律若しくはこの法律に基づく命令若

しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは

認可に付した条件に違反したとき。

二　第八条第一号又は第三号に該当するに至っ

たとき。

第三章　特定信書便事業

（事業の許可）

第二十九条　特定信書便事業を営もうとする者

は、総務大臣の許可を受けなければならない。

（許可の申請）

第三十条　前条の許可を受けようとする者は、次

に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提

出しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二　信書便物の送達の方法その他総務省令で定

める事項に関する事業計画

三　他に事業を行っているときは、その事業の

種類

２　前項の申請書には、事業収支見積書その他総

務省令で定める事項を記載した書類を添付しな

ければならない。

（許可の基準）

第三十一条　総務大臣は、第二十九条の許可の申

請が次に掲げる基準に適合していると認めると

きでなければ、同条の許可をしてはならない。

一　その事業の計画が信書便物の秘密を保護す

るため適切なものであること。

二　前号に掲げるもののほか、その事業の遂行

上適切な計画を有するものであること。

三　その事業を適確に遂行するに足る能力を有

するものであること。

（事業の休止及び廃止）

第三十二条　特定信書便事業者は、その事業を休

止し、又は廃止したときは、その日から三十日

以内に、その旨を総務大臣に届け出なければな

らない。

（準用）

第三十三条　第八条の規定は特定信書便事業の許

可について、第十条から第十四条まで、第十七

条、第十九条第三項、第二十条から第二十八条

まで（第二十七条第二号を除く。）の規定は特定

信書便事業者についてそれぞれ準用する。この

場合において、第八条、第十一条、第十三条第

四項、第十四条第四項及び第二十八条中「第六

条」とあるのは「第二十九条」と、第十条中

「第七条第一項第一号又は第三号」とあるのは
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「第三十条第一項第一号又は第三号」と、第十二

条第二項、第十三条第三項及び第十四条第三項

中「第九条」とあるのは「第三十一条」と、第

十九条第三項中「一般信書便役務以外の信書便

の役務」とあるのは「特定信書便役務」と、第

二十七条第三号中「前二号」とあるのは「第一

号」と読み替えるものとする。

第四章　雑則

（許可等の条件）

第三十四条　この法律に規定する許可又は認可に

は、条件又は期限を付し、及びこれを変更する

ことができる。

２　前項の条件又は期限は、許可又は認可に係る

事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のも

のに限り、かつ、当該許可又は認可を受ける者に

不当な義務を課することとならないものでなけれ

ばならない。

（適用除外）

第三十五条　第六条及び第二十九条の規定は、次

に掲げる場合には、適用しない。

一　運送営業者がその運送方法により貨物に添

付する無封の添え状又は送り状の送達を行う

場合

二　一般信書便事業者又は特定信書便事業者か

ら信書便の業務の一部の委託を受けた者が当

該委託に係る信書便物の送達を行う場合

三　一般信書便事業者又は特定信書便事業者と

信書の送達の事業に関する協定又は契約を締

結した外国信書便事業者が当該協定又は契約

に基づき信書便物の送達を行う場合

（報告の徴収及び立入検査）

第三十六条　総務大臣は、この法律の施行に必要

な限度において、総務省令で定めるところにより、

一般信書便事業者又は特定信書便事業者に対

し、その事業に関し、報告をさせることができる。

２　総務大臣は、この法律の施行に必要な限度に

おいて、その職員に、一般信書便事業者又は特

定信書便事業者の事務所その他の事業場に立ち

入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の

用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検

査させ、又は関係者に質問させることができる。

３　前項の規定により立入検査をする職員は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。

４　第二項の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解してはならない。

（審議会等への諮問）

第三十七条　総務大臣は、次に掲げる場合には、

審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律

第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）

で政令で定めるもの（次条第二項において「審

議会等」という。）に諮問しなければならない。

一　第二条第四項第二号、同条第七項第三号、

第九条第二号又は第十六条第二項第二号の総

務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二　第六条若しくは第二十九条の規定による許

可又は第十二条第一項、第十七条第一項若し

くは第二十二条第一項（これらの規定を第三

十三条において準用する場合を含む。）の規

定による認可をしようとするとき。

三　第二十七条（第三十三条において準用する

場合を含む。）の規定による命令をし、又は

第二十八条第一号（第三十三条において準用

する場合を含む。）の規定による許可の取消

しをしようとするとき。

（聴聞の特例）

第三十八条　総務大臣は、第二十六条から第二十

八条まで（これらの規定を第三十三条において

準用する場合を含む。）の規定による処分をし

ようとするときは、行政手続法第十三条第一項

の規定による意見陳述のための手続の区分にか

かわらず、聴聞を行わなければならない。

２　前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合に
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おいて、当該処分が前条の規定により審議会等

に諮問すべきこととされている処分であるとき

は、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等

の委員のうちから、審議会等の推薦により指名

するものとする。

３　第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者

は、行政手続法第十七条第一項の規定により当

該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手

続に参加することを求めたときは、これを許

可しなければならない。

（不服申立ての手続における意見の聴取）

第三十九条　この法律の規定による処分について

の審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決

定は、審査請求人又は異議申立人に対し、相当

な期間を置いて予告をした上、意見の聴取をし

た後にしなければならない。

２　前項の予告においては、期日、場所及び事案

の内容を示さなければならない。

３　第一項の意見の聴取に際しては、審査請求人

又は異議申立人及び利害関係人に対し、当該

事案について証拠を提示し、意見を述べる機

会を与えなければならない。

（総務省令への委任）

第四十条　この法律に規定するもののほか、この

法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定

める。

（経過措置）

第四十一条　この法律の規定に基づき総務省令を

制定し、又は改廃する場合においては、その総

務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必

要と判断される範囲内において、所要の経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）を定める

ことができる。

（権限の委任）

第四十二条　この法律に規定する総務大臣の権限

は、総務省令で定めるところにより、その一部

を総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委

任することができる。

第五章　罰則

第四十三条　一般信書便事業者又は特定信書便事

業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく

開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人で

ない者に交付した者は、三年以下の懲役又は五

十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法（明

治四十年法律第四十五号）の罪に触れるときは、

その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従

って処断する。

２　前項の罪の未遂は、罰する。

第四十四条　一般信書便事業者又は特定信書便事

業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処

する。

２　信書便の業務に従事する者が前項の行為をし

たときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰

金に処する。

３　前二項の罪の未遂は、罰する。

第四十五条　第二十八条（第三十三条において準

用する場合を含む。）の規定による事業の停止

の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は

百五十万円以下の罰金に処する。

第四十六条　次の各号のいずれかに該当する者

は、百万円以下の罰金に処する。

一　第十二条第一項（第三十三条において準用

する場合を含む。）の規定に違反して事業計

画を変更した者

二　第十五条第一項の規定に違反して一般信書

便事業を休止し、又は廃止した者

三　第十九条第一項の規定に違反して一般信書

便役務の提供を拒んだ者

四　第十九条第二項の規定又は同条第三項（第
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三十三条において準用する場合を含む。）の

規定に違反して信書便の役務を提供した者

五　第二十二条第一項（第三十三条において準

用する場合を含む。）の規定に違反して信書

便の業務を行った者

六　第二十三条第一項（第三十三条において準

用する場合を含む。）の規定に違反して信書

便の業務の一部を委託した者

七　第二十四条第一項又は第二十五条（これら

の規定を第三十三条において準用する場合を

含む。）の規定に違反して協定又は契約を締

結した者

八　第二十六条又は第二十七条（これらの規定

を第三十三条において準用する場合を含む。）

の規定による命令に違反した者

九　第三十六条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者

十　第三十六条第二項の規定による検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し

て陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十七条　次の各号のいずれかに該当する物を

一般信書便事業者又は特定信書便事業者に信書

便物として差し出した者は、五十万円以下の罰

金に処する。

一　爆発性、発火性その他の危険性のある物で

総務大臣の指定するもの

二　毒薬、劇薬、毒物又は劇物（官公署、医師、

歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者

が差し出すものを除く。）

三　生きた病原体又は生きた病原体を含有し、

若しくは生きた病原体が付着していると認め

られる物（官公署、細菌検査所、医師又は獣

医師が差し出すものを除く。）

四　法令に基づき移動又は頒布を禁止された物

２　前項の場合において、犯人が信書便物として

差し出した物は没収する。

第四十八条　詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもって、

真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称

又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事

業者又は特定信書便事業者に差し出し、又は他

人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に

処する。

第四十九条　信書便の業務に従事する者が重大な

過失によって信書便物を失ったときは、三十万

円以下の罰金に処する。

第五十条　法人の代表者又は法人若しくは人の代

理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、第四十四条第二項若しくは第

三項（同条第二項に係る部分に限る。）、第四十

五条又は第四十六条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。

第五十一条　次の各号のいずれかに該当する者

は、五十万円以下の過料に処する。

一　第十条若しくは第十二条第三項（これらの

規定を第三十三条において準用する場合を含

む。）又は第三十二条の規定による届出をせ

ず、又は虚偽の届出をした者

二　第十八条の規定による掲示をせず、又は虚

偽の提示をした者

附　則

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十五年四月一日から施

行する。ただし、第三十七条（第一号に係る

部分に限る。次条第一項において同じ。）の規

定は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条　第三十七条の規定の施行の日から日本郵

政公社法施行法（平成十四年法律第九十八号）

の施行の日の前日までの間における同条の規定

の適用については、同条中「審議会等（国家行
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政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八

条に規定する機関をいう。）で政令で定めるも

の（次条第二項において「審議会等」という。）」

とあるのは、「郵政審議会」とする。

２　前項に定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第三条　政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規

定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。

附　則

（平成十七年十月二十一日法律第百二号）抄

（施行期日）

第一条　この法律は、郵政民営化法の施行の日か

ら施行する。
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信書の送達に関する法律施行規則
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目次

第一章　総則（第一条－第四条）

第二章　一般信書便事業

第一節　事業の許可（第五条－第十九条）

第二節　業務（第二十条－第三十四条）

第三章　特定信書便事業（第三十五条－第四十条）

第四章　雑則（第四十一条－第四十九条）

附則

第一章　総則

（用語）

第一条　この省令において使用する用語は、民間

事業者による信書の送達に関する法律（以下

「法」という。）において使用する用語の例による。

（一般信書便役務の三日以内の送達日数に算入

しない日）

第二条　法第二条第四項第二号の総務省令で定め

る日は、次の各号に掲げる日とする。

一　十二月二十九日から翌年の一月三日までの

日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年

法律第百七十八号）に規定する休日（以下

「祝日法による休日」という。）を除く。以下

「年末年始の休日」という。）

二　法第六条の許可に係る事業計画において一

般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務

を行わないこととする毎週一日特定の曜日が

ある場合にあっては、当該曜日（祝日法によ

る休日及び前号に掲げる日を除く。）

（一般信書便物を三日を超えて送達する地域及

び当該地域における送達日数）

第三条　法第二条第四項第二号の総務省令で定め

る地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区

分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一　一日に一回以上信書便物の送達に利用でき

る交通手段がない離島（本州、北海道、四国、

九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が

整備されていない島をいう。次号において同

じ。） 二週間

二　前号以外の離島　五日（祝日法による休日

及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しな

い。）

（特定信書便役務の料金の額）

第四条　法第二条第七項第三号の総務省令で定め

る額は、次のとおりとする。

一　引受地及び配達地のいずれもが国内にある

信書便の役務の料金の額　千円

二　引受地又は配達地のいずれかが外国にある

信書便の役務（以下「国際信書便の役務」と

いう。）の料金の額　別表に定める額

２　国際信書便の役務の引受地が外国にある場合

における前項第二号の規定の適用に係る外国通

貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納

付された日における外国為替相場（外国為替及

び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八

号）第七条第一項に規定する基準外国為替相場

又は裁定外国為替相場をいう。）を用いて行う

ものとする。

第二章　一般信書便事業

第一節　事業の許可

（事業の許可の申請）

第五条　法第七条第一項の申請書は、様式第一に

よるものとする。

（事業計画）

第六条　法第七条第一項第二号の事業計画には、

次に掲げる事項を記載しなければならない。

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
（平成15年総務省令第27号）
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一　信書便物の引受けの方法に関する次に掲げ

る事項

イ　信書便差出箱の構造及び外観

ロ　信書便差出箱の設置の方針

ハ　信書便差出箱から信書便物の取集めの業

務を行わないこととする日その他の条件が

ある場合にあっては、当該条件

ニ　信書便差出箱の設置のほか、他の方法に

より信書便物を引き受ける場合にあって

は、当該信書便物の引受けの方法

二　信書便物の配達の方法に関する次に掲げる

事項

イ　一般信書便物の配達の業務を行わないこ

ととする日がある場合にあっては、当該日

ロ　一般信書便物をそのあて所に配達しない

地域その他の条件がある場合にあっては、

当該条件及びその場合の配達の方法

三　一般信書便物の送達日数

四　国際信書便の役務にあっては、当該役務に

係る外国の国名、地域名又は地名

（添付書類）

第七条　法第七条第二項の事業収支見積書は、様

式第二によるものとする。

２　法第七条第二項の総務省令で定める事項を記

載した書類は、次のとおりとする。

一　信書便管理規程の概要を記載した書類

二　信書便の業務の一部を委託する場合は、受

託者との契約書の写し又はその計画を記載し

た書類

三　他の一般信書便事業者若しくは特定信書便

事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の

事業に関する協定又は契約を締結する場合

は、その者との協定書若しくは契約書の写し

又はその計画を記載した書類

四　信書便物の送達に自動車その他の輸送手段

を使用する場合であって行政庁の許可その他

の処分を要するときは、その許可証等の写し

（許可等の申請をしている場合は、その申請書

の写し）又はその手続の状況を記載した書類

五　事業開始予定の日を記載した書類

六　様式第三による事業の開始に要する資金の

総額及びその資金の調達方法を記載した書類

七　国際信書便の役務を提供する場合は、当該

役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達

の事業を行うことができることを証する書類

八　当該許可を受けようとする申請者の次に掲

げる区分に応じ、次に掲げる書類

イ　既存の法人　定款又は寄附行為及び登記

簿の謄本、最近の事業年度における貸借対

照表及び損益計算書並びに役員又は社員の

名簿及び履歴書

ロ　株式会社を設立しようとする者　定款の

謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び

履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況

及び見込みを記載した書類

ハ　ロ以外の法人を設立しようとする者　定

款又は寄附行為の謄本並びに発起人、社員

又は設立者の名簿及び履歴書

ニ　個人　資産目録、氏名、住所及び生年月

日を証する書類並びに履歴書

ホ　外国人　国内における住所又は居所を証

する書類

へ　外国法人　国内における代表者の氏名並

びに主たる営業所の名称及び所在地を証す

る書類

九　法第八条各号に該当しないことを示す

書類

（信書便差出箱の基準）

第八条　法第九条第二号イの総務省令で定める信

書便差出箱の基準は、次のとおりとする。

一　構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物

の取出口に施錠することができるものである

こと。

二　信書便物の差入口の構造が信書便物を容易

に抜き取ることができないようなものである

こと。
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三　外観が他の一般信書便事業者若しくは特定

信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵

便差出箱と紛らわしいものでないこと。

四　信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差

出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若し

くは名称又は当該一般信書便事業者を示す標

章、信書便差出箱を利用することができる日

及び時間（信書便差出箱を終日利用すること

ができない場所に設置する場合に限る。）並び

に信書便物の取集時刻の表示を付したもので

あること。

（信書便物の引受けの方法の基準）

第九条　法第九条第二号イの総務省令で定める信

書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりと

する。

一　次のイからホまでに掲げる市町村又は特別

区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口

（公表された最近の国勢調査の結果によるもの

とし、許可の申請後において新たに国勢調査

の結果が公表された場合にあっては、その人

口）に当該イからホまでに掲げる率を乗じて

得た数（一未満の端数があるときは、これを

一に切り上げた数）以上の数の信書便差出箱

を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。

イ　東京都の特別区の存する区域及び地方自

治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百五十二条の十九第一項に規定する指定都

市　〇・〇〇〇五

ロ　人口が十万人以上である市（イに該当す

るものを除く。） 〇・〇〇〇六

ハ　人口が二万五千人以上十万人未満である

市町村（ホに該当するものを除く。） 〇・

〇〇〇八

ニ　人口が二万五千人未満である市町村（ホ

に該当するものを除く。） 〇・〇〇一二

ホ　過疎地域自立促進特別措置法（平成十二

年法律第十五号）第二条第一項に規定する

過疎地域をその区域とする市町村　〇・〇

〇一九

二　信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内

に満遍なく設置すること。

三　信書便差出箱を公道上、公道に面した場所

その他の常時利用することができる場所又は

駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りす

ることができる施設内であって往来する公衆

の目につきやすい場所に設置すること。

（信書便物の配達の方法の基準）

第十条　法第九条第二号ロの総務省令で定める基

準は、次のとおりとする。

一　次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般

信書便物の配達を行うことができること。

イ　祝日法による休日

ロ　年末年始の休日

ハ　一般信書便事業者が一般信書便物の配達

の業務を行わないこととする毎週一日特定

の曜日がある場合にあっては、当該曜日

（イ及びロに掲げる日を除く。）

二　特に交通困難であるため周年又は一定期間

内あて所への配達の方法により信書便物を配

達することができない地域にあてて差し出さ

れた場合その他の相当の事由がある場合を除

き、一般信書便物をそのあて所に配達するこ

とができること。

（氏名等の変更の届出）

第十一条　法第十条の届出をしようとする者は、

当該変更が行われたことを証する書類を添えて、

様式第四の届出書を提出しなければならない。

（事業計画の変更の認可の申請）

第十二条　法第十二条第一項の変更の認可を受け

ようとする者は、様式第五の申請書に、第七条

に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその

内容が変更されるものを添えて提出しなければ

ならない。
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（軽微な変更の届出）

第十三条　法第十二条第三項の総務省令で定める

軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のと

おりとする｡

一　第九条第一号に規定する基準を下回らない

範囲内における信書便差出箱の設置数の変更

二　一般信書便役務の送達日数が法第二条第四

項第二号に規定する日数及び第三条に規定す

る日数を超えることとならない範囲内におけ

る信書便物の取集めの業務を行わないことと

する条件の変更

三　祝日法による休日及び年末年始の休日の範

囲内における一般信書便物の配達の業務を行

わないこととする日の変更並びに一般信書便

物の配達の業務を行わないこととする毎週一

日特定の曜日の変更

四　法第二条第四項第二号に規定する日数及び

第三条に規定する日数を超えない範囲内にお

ける一般信書便物の送達日数の変更

五　法第六条の規定に基づく一般信書便事業の

許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事

業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七

号の書類により証された信書の送達の事業を

行うことができる国の範囲内（地域である場

合にあっては、当該地域の範囲内）における

取扱地の変更

２　法第十二条第三項の届出をしようとする者

は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類

のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更さ

れるものを添えて提出しなければならない。

（事業計画の変更の認可の申請又は届出に関す

る手続の省略）

第十四条　法第十三条第一項の一般信書便事業の

譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事

業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条

第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の

業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若し

くは第二十五条の信書の送達の事業に関する協

定若しくは契約の認可を受けようとする一般信

書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画

を変更しようとするときには、当該認可の申請

書に事業計画について変更しようとする事項を

記載した書類（新旧の対照を明示すること。）

及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更

に伴いその内容が変更されるものを添付するこ

とにより、当該事業計画の変更の認可の申請又

は届出に関する手続を省略することができる。

（事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請）

第十五条　法第十三条第一項の認可を受けようと

する者は、様式第七の申請書に、次の書類を添

えて提出しなければならない。

一　譲渡しに関する契約書の写し

二　譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に

関する細目を記載した書類

三　譲受けに要する資金の額及び調達方法を記

載した書類

四　譲受人の譲受けの日以降における様式第二

の事業収支見積書

五　譲受人が一般信書便事業者以外の者である

ときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げ

る書類並びに他に行っている事業の種類を記載

した書類

（法人の合併及び分割の認可の申請）

第十六条　法第十三条第二項の認可を受けようと

する者は、様式第八の申請書に、次の書類を添

えて提出しなければならない。

一　合併に関する契約書又は分割計画書若しく

は分割契約書の写し

二　合併又は分割の条件に関する説明書

三　合併又は分割の日以降における様式第二の

事業収支見積書

四　合併後存続する法人若しくは合併により設

立する法人又は当該分割により一般信書便事

業を承継する法人が一般信書便事業者以外の

者であるときは、第七条第二項第八号及び第
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九号に掲げる書類並びに他に行っている事業

の種類を記載した書類

（相続人の事業継続の認可の申請）

第十七条　法第十四条第一項の認可を受けようと

する者は、様式第九の申請書に、次の書類を添

えて提出しなければならない。

一　申請者と被相続人との続柄を証する書類

二　申請者の履歴書及び資産目録

三　申請者以外に相続人があるときは、その者

の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申

請に対する同意書

四　申請者が一般信書便事業者以外の者であ

るときは、第七条第二項第九号に掲げる書

類　及び他に行っている事業の種類を記載

した書類

（事業の休止及び廃止の許可の申請）

第十八条　法第十五条第一項の許可を受けようと

する者は、様式第十の申請書を提出しなければ

ならない。

（法人の解散決議等の認可の申請）

第十九条　法第十五条第二項の認可を受けようと

する者は、様式第十一の申請書に、解散の決議

又は総社員の同意を証する書類を添えて、提出

しなければならない。

第二節　業務

（料金の届出）

第二十条　法第十六条第一項の規定により料金の設

定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金

の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届

出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなけれ

ばならない。

一　料金を適用する期間（限定する場合に限

る。）並びに料金の種類、額及び適用方法

（変更の届出の場合にあっては、新旧の対照

を明示すること。）

二　実施予定日

三　変更の届出の場合にあっては、変更を必要

とする理由

２　前項第一号に規定する料金を適用する期間並

びに料金の種類、額及び適用方法については、

一般信書便物の送達の役務に付加する役務（以

下この項及び次条において「付加役務」という。）

を提供する場合にあっては、一般信書便物の送

達の役務に係る料金（次条において「送達料金」

という。）と付加役務に係る料金とを区分して

記載するものとする。

（法第十六条第二項各号の基準を適用しない料金）

第二十一条　法第十六条第二項の総務省令で定め

る料金は、送達料金以外の付加役務に係る料金、

手数料その他の料金とする。

（料金上限規制の対象となる二十五グラム以下

の信書便物の大きさ及び形状の基準）

第二十二条　法第十六条第二項第二号の総務省令

で定める基準は、次のとおりとする。

一　表面及び裏面が長方形で、その大きさが長

さ十四センチメートルから二十三・五センチ

メートルまで、幅九センチメートルから十二

センチメートルまでのものであって、厚さが

最も厚い部分において一センチメートルを超

えないものであること。

二　次のいずれかに該当するもの（第二十条第

一項第一号に規定する料金の適用方法に　お

いて定める信書便物の包装その他の形状の条

件を具備しないものを除く。）であること。

イ　封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わ

るもので包装し、その納入口又はこれに相

当する部分の全部を送達中容易に開かない

ように封じたものであること。

ロ　包装しなくても送達中にき損せず、他

の信書便物に損傷を与えないものである

こと。
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（大きさ及び形状の基準に適合する二十五グラ

ム以下の信書便物の料金上限の額）

第二十三条　法第十六条第二項第二号の総務省令

で定める額は、八十円とする。

（信書便約款の認可の申請）

第二十四条　法第十七条第一項の認可を受けよう

とする者は、様式第十三の申請書に、信書便約

款（変更の認可申請の場合は、信書便約款の新

旧対照）を添えて提出しなければならない。

２　法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲

げる事項を記載しなければならない。

一　信書便の役務の名称及び内容

二　信書便物の引受けの条件

三　信書便物の配達の条件

四　信書便物の転送及び還付の条件

五　信書便物の送達日数

六　信書便の役務に関する料金の収受及び払戻

しの方法

七　送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の

条件

八　その他信書便約款の内容として必要な事項

（信書便約款の認可を要しない提供条件）

第二十五条　法第十七条第一項の総務省令で定め

る事項は、次のとおりとする。

一　信書便の役務の利用に際して利用者が記載

する事項に関する書類の様式その他の利用者

の権利及び義務に重要な関係を有しない信書

便の役務に関する提供条件

二　信書便の役務の種類及び期間を限定して

試験的に提供する信書便の役務に関する提

供条件

（掲示事項）

第二十六条　法第十八条の総務省令で定める事項

は、次のとおりとする。

一　信書便物に表示される一般信書便事業者の

氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示

す標章

二　天災その他やむを得ない事由により信書便

の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を

停止する場合は、制限する利用の範囲又は停

止する業務の内容、期間その他必要な事項

（信書便物であることの表示を要しない場合）

第二十七条　法第二十条の総務省令で定める場合

は、次のとおりとする。

一　次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項

が表示されている信書便物を他の一般信書便

事業者又は特定信書便事業者から引き渡され

たとき。

二　差し出された信書便物に次条第二項第一号

及び第二号（国際信書便の役務により送達さ

れる信書便物にあっては、同項第一号、第二

号及び第四号）に掲げる事項が表示されてい

る場合であって、かつ、一般信書便事業者が

当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表

示しないことについて当該信書便物の差出人

が同意しているとき。

（信書便物であることの表示の方法）

第二十八条　法第二十条の信書便物であることの

表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き

受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物

を引き渡された後、速やかに行わなければなら

ない。

２　前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の

表面に明瞭に記載しなければならない。

一　信書便物であることを示す表示

二　一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は

一般信書便事業者を示す標章

三　信書便物を引き受けた日

四　外国信書便事業者と協定又は契約を締結し

て行う国際信書便の役務により外国にあてて

送達される信書便物にあっては、前三号に掲

げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当

該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は
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当該外国信書便事業者を示す標章

（還付できない信書便物の開披の方法）

第二十九条　一般信書便事業者は、法第二十一条

第一項の規定により信書便物を開くときには、

その事業場において信書便管理規程に基づき選

任された信書便の業務を管理する者（第三十一

条において「信書便管理者」という。）の立会

いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、

又は還付するために必要な事項を確認した後

は、直ちに当該信書便物を修補しなければなら

ない。

（開いてもなお還付できない信書便物の管理の

方法）

第三十条　一般信書便事業者は、法第二十一条第

二項の規定により信書便物を管理するときに

は、前条の規定による修補を行った後、その事

業場の施錠できる場所において当該信書便物を

保管し、その交付の請求又は照会に対して、速

やかに回答できるようにするため、その処理状

況を記録しなければならない。

２　一般信書便事業者は、前項の規定により保管

した信書便物で有価物でないものにあっては、

その保管を開始した日から三月以内にその交付

を請求する者がないときには、当該信書便物に

記された内容を判読することができないように

裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、

有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの

又はその保管に過分の費用を要するものにあっ

ては、これを売却することができる。この場合

において、当該一般信書便事業者は、売却費用

を控除した売却代金の残額を保管しなければな

らない。

３　一般信書便事業者は、第一項の規定により当

該信書便物の保管を開始した日から一年以内に

その交付を請求する者がないときには、前項の

規定により売却された有価物以外の有価物及び

同項の規定により保管される売却代金を処分す

ることができる。

（信書便管理規程の認可の申請）

第三十一条　法第二十二条第一項の認可を受けよ

うとする者は、様式第十四の申請書に、信書便

管理規程（変更の認可申請の場合は、信書便管

理規程の新旧対照）を添えて提出しなければな

らない。

２　法第二十二条第一項の信書便管理規程には、

次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に

掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の

内容

イ　信書便の業務の監督

ロ　顧客の情報及び信書便物の管理

二　信書便差出箱の点検その他の管理方法及

び信書便物の引受け、配達その他の信書便

の業務における信書便物の秘密の保護に配

慮した作業方法

三　事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査

時の信書便管理者その他の信書便の業務に従

事する者がとるべき報告、記録その他の措置

四　信書便の業務に従事する者に対する教育及

び訓練の実施

（業務の委託の認可の申請）

第三十二条　法第二十三条第一項の認可を受けよ

うとする者は、様式第十五の申請書に、次の

書類を添えて提出しなければならない。

一　受託者が法第八条各号に該当しないことを

示す書類

二　委託契約書の写し

三　信書便物の授受の方法その他の委託の実施

方法に関する細目を記載した書類

２　前項の規定による申請書の提出は、総務大臣

がその都度の申請の必要がないと認める場合に

おいては、一定の期間内の委託に関し一括して

行うことができる。この場合においては、申請

書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必
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要がないと認めるものの記載及び添付を省略す

ることができる。

（他の一般信書便事業者との協定等の認可の

申請）

第三十三条　法第二十四条第一項の認可を受けよ

うとする者は、様式第十六の申請書に、次の

書類を添えて提出しなければならない。

一　協定書又は契約書の写し

二　協定又は契約の実施方法の細目を記載した

書類

（外国信書便事業者との協定等の認可の申請）

第三十四条　法第二十五条の認可を受けようとす

る者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添

えて提出しなければならない。

一　協定書又は契約書の写し

二　協定又は契約を締結しようとする外国信書

便事業者に関する次に掲げる書類

イ　協定又は契約を締結しようとする相手方

が外国において当該外国の法令に準拠して

信書の送達の事業を行うことができること

を証する書類

ロ　外国信書便事業者の取扱中における信書

便物の責任に関する事項が適正かつ明確に

定められている当該外国信書便事業者の約

款その他の取扱内容を記載した書類

第三章　特定信書便事業

（事業の許可の申請）

第三十五条　法第三十条第一項の申請書は、様式

第十八によるものとする。

（事業計画）

第三十六条　法第三十条第一項第二号の事業計画

には、次に掲げる事項を記載しなければなら

ない。

一　特定信書便役務の種類

二　信書便物の引受けの方法

三　信書便物の配達の方法

四　法第二条第七項第二号に係る特定信書便役

務を提供しようとする場合にあっては、前三

号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

イ　提供区域又は区間

ロ　信書便物の送達に用いる送達手段

ハ　信書便物の送達が車両によって行われる

場合にあっては、その事業の計画が道路交

通法（昭和三十五年法律第百五号）の規定

及び同法に基づく命令の規定を遵守するた

めに適切なものであることを示す事項

五　国際信書便の役務にあっては、当該役務に

係る外国の国名、地域名又は地名

（添付書類）

第三十七条　法第三十条第二項の事業収支見積書

は、様式第二によるものとする。

２　法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記

載した書類は、次のとおりとする。

一　信書便管理規程の概要を記載した書類

二　信書便の業務の一部を委託する場合は、受

託者との契約書の写し又はその計画を記載し

た書類

三　他の一般信書便事業者若しくは特定信書便

事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の

事業に関する協定又は契約を締結する場合

は、その者との協定書若しくは契約書の写し

又はその計画を記載した書類

四　特定信書便役務の内容を記載した書類

五　信書便物の送達に自動車その他の輸送手段

を使用する場合であって行政庁の許可その他

の処分を要するときは、その許可証等の写し

（許可等の申請をしている場合は、その申請書

の写し）又はその手続の状況を記載した書類

六　事業開始予定の日を記載した書類

七　様式第三による事業の開始に要する資金の

総額及びその資金の調達方法を記載した書類

八　国際信書便の役務を提供する場合は、当該

役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達
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の事業を行うことができることを証する書類

九　当該許可を受けようとする申請者の次に掲

げる区分に応じ、次に掲げる書類

イ　既存の法人　定款又は寄附行為及び登記

簿の謄本、最近の事業年度における貸借対

照表及び損益計算書並びに役員又は社員の

名簿及び履歴書

ロ　株式会社を設立しようとする者　定款の

謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び

履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況

及び見込みを記載した書類

ハ　ロ以外の法人を設立しようとする者　定

款又は寄附行為の謄本並びに発起人、社員

又は設立者の名簿及び履歴書

ニ　個人　資産目録、氏名、住所及び生年月

日を証する書類並びに履歴書

ホ　外国人　国内における住所又は居所を証

する書類

ヘ　外国法人　国内における代表者の氏名並

びに主たる営業所の名称及び所在地を証す

る書類

十　法第八条各号に該当しないことを示す書類

３　法第二十九条の許可及び法第三十三条におい

て準用する法第二十二条第一項の認可の申請を

同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項

の総務省令で定める事項を記載した書類は、前

項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号

までに掲げる書類とする。

（事業の休止及び廃止の届出）

第三十八条　法第三十二条の届出をしようとする

者は、様式第十九の届出書を提出しなければな

らない。

（軽微な変更の届出）

第三十九条　法第三十三条において準用する法第

十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に

関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

一　特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴

う事業計画記載事項の変更

二　法第二条第七項第二号に係る特定信書便役

務の提供区域又は区間の変更（減少するもの

に限る。）

三　法第二十九条の規定に基づく特定信書便事

業の許可又は法第三十三条において準用する

法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の

変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の

書類により証された信書の送達の事業を行う

ことができる国の範囲内（地域である場合に

あっては、当該地域の範囲内）における取扱

地の変更

２　法第三十三条において準用する法第十二条第

三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、

第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更

に伴いその内容が変更されるものを添えて提出

しなければならない｡

（準用）

第四十条　第十一条、第十二条、第十四条から第

十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二

十七条から第三十四条までの規定は特定信書便

事業者について準用する。この場合において、

第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは

「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六

条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」

とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十

号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九

号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と

読み替えるものとする。

第四章　雑則

（報告書の提出）

第四十一条　法第三十六条第一項の規定により、

一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎

事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る営

業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日

から当年三月三十一日までの期間に係る事業実

績報告書を提出しなければならない。
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２　前項の営業報告書は、様式第二十の営業概況

報告書、貸借対照表及び損益計算書によるもの

とし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一

の信書便事業実績報告書によるものとする。

（臨時の報告）

第四十二条　一般信書便事業者又は特定信書便事

業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣

又は総合通信局長（沖縄総合通信事務所長を含

む。以下同じ。）から、その事業に関し報告を

求められたときは、報告書を提出しなければな

らない。

２　総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を

求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期

限その他必要な事項を明示するものとする。

（立入検査の身分証明書）

第四十三条　法第三十六条第三項の証明書は、様

式第二十二によるものとする。

（意見の聴取の公告及び予告）

第四十四条　総務大臣は、法第三十九条に規定す

る意見の聴取をしようとするときは、意見聴取

会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会

の期日、場所及び事案の要旨を公告するものと

する。

２　総務大臣は、意見の聴取をしようとするとき

は、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、

意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその

処分に係る者又はその異議申立人若しくは審査

請求人に予告しなければならない。

（意見聴取会）

第四十五条　意見聴取会は、総務大臣の指名する

職員が議長として主宰する。

２　議長は、必要があると認めるときは、関係行

政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、

意見聴取会に出席を求めることができる。

３　利害関係人又はその代理人として意見聴取会

に出席しようとする者は、文書をもって、当該

事案について利害関係のあることを疎明しなけ

ればならない。

４　意見聴取会においては、最初に異議申立人若

しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申

立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させな

ければならない。

５　意見聴取会においては、異議申立人若しくは

審査請求人又はこれらの代理人が出席しないと

きは、議長は異議申立て又は審査請求の朗読を

もってその陳述に代えることができる。

６　異議申立人若しくは審査請求人、これらの利

害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会に

おいて証拠を提示し、又は意見を述べることが

できる。

７　議長は、議事を整理するため必要があると認

めるときは、陳述又は証拠の提示を制限するこ

とができる｡

８　議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必

要があると認めるときは、その秩序を妨げ、

又は不穏な言動をする者を退去させることが

できる。

９　議長は、必要があると認めるときは、意見聴

取会を延期し、又は続行することができる。

10 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期

し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の

期日及び場所を定め、これを公告し、異議申立

人若しくは審査請求人又はこれらの代理人にこ

れを通知しなければならない。

（調書）

第四十六条　議長は、意見の聴取に際しては、調

書を作成しなければならない。

２　調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が

署名しなければならない。

一　事案の件名

二　意見聴取会の期日及び場所

三　議長の職名及び氏名

四　異議申立人若しくは審査請求人又はこれら
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の代理人の住所及び氏名

五　出席した利害関係人又はその代理人の住所

及び氏名

六　出席した行政庁の職員、学識経験者その他

の参考人の氏名

七　陳述の要旨

八　証拠が提示されたときは、その旨

九　その他参考となるべき事項

３　異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの

代理人は、当該事案の調書を閲覧することがで

きる。書面をもって当該事案について利害関係

のあることを疎明した者及びその代理人も同様

とする。

（権限の委任）

第四十七条　法第四十二条の規定により、特定信

書便事業（その提供する信書便の役務のうちに

二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務

又は国際信書便の役務を含むものを除く。）に

関する総務大臣の権限（法第三十三条において

準用する法第二十七条及び第二十八条（第一号

の規定による許可の取消しに係るものに限る。

以下この条において同じ。）、法第三十七条並び

に法第三十八条（法第三十三条において準用す

る法第二十七条及び第二十八条の規定による処

分に係るものに限る。）に規定するものを除く。）

は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三

十六条第一項及び第二項に規定する権限につい

ては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

（届出）

第四十八条　一般信書便事業者及び特定信書便事

業者は、次の各号に掲げる場合に該当すること

となったときには、その旨を当該各号に掲げる

総務大臣又は総合通信局長に届け出なければな

らない。

一　法第六条又は第二十九条の規定により一般

信書便事業又は特定信書便事業を開始した場

合　当該一般信書便事業又は特定信書便事業

の許可をした総務大臣若しくは総合通信局長

二　法第十三条第一項（法第三十三条において

準用する場合を含む。）に規定する一般信書

便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び

譲受け又は同条第二項（法第三十三条におい

て準用する場合を含む。）の規定による法人

の合併若しくは分割が終了した場合　当該事

項の認可をした総務大臣又は総合通信局長

三　法第十五条第一項又は第三十二条の規定に

より休止していた一般信書便事業又は特定信

書便事業を再開した場合　当該一般信書便事

業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定

信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣

若しくは総合通信局長

四　法第二十三条第一項（法第三十三条におい

て準用する場合を含む。）の規定により信書

便の業務の一部を委託していた一般信書便事

業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止

した場合　当該委託を認可した総務大臣又は

総合通信局長

五　法第二十四条第一項又は第二十五条（これ

らの規定を法第三十三条において準用する場

合を含む。）の規定により他の一般信書便事

業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書

便事業者と協定若しくは契約を締結していた

一般信書便事業者又は特定信書便事業者がそ

の協定若しくは契約を廃止した場合　当該協

定若しくは契約を認可した総務大臣又は総合

通信局長

六　法第二十六条又は第二十七条（これらの規

定を法第三十三条において準用する場合を含

む。）の規定による命令を実施した場合　当

該命令を発した総務大臣又は総合通信局長

七　一般信書便事業者又は特定信書便事業者た

る法人であって、役員又は社員に変更があっ

た場合　当該一般信書便事業又は特定信書便

事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長

２　前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞な

く（同項第七号に掲げる場合（代表権を有しな
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い役員又は社員に変更があった場合に限る。）

にあっては前年七月一日から六月三十日までの

期間に係る変更について毎年七月三十一日まで

に）行わなければならない。

３　第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる

事項を記載した届出書を提出しなければならな

い。この場合において、当該届出事項に関し、法

人の設立、合併又は分割があったときは、その登

記簿の謄本、役員又は社員に変更があったときは、

新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号

及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添

付しなければならない。

一　氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

は、その代表者の氏名

二　届出事項

三　届出事由の発生の日

（書類の提出）

第四十九条　法及びこの省令の規定により総合通

信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それ

ぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信

局長に提出しなければならない。

２　法及びこの省令の規定により総務大臣に提出

すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をし

ようとする者の住所を管轄する総合通信局長を

経由して提出することができる。

附　則

（施行期日）

第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施

行する。

附　則（平成十五年三月三十一日総務省令

第六十五号）

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附　則（平成十六年三月十九日総務省令第

四十二号）

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附　則（平成十八年四月二十六日総務省令

第七十五号）

この省令は、会社法（平成十七年法律第八十六

号）の施行の日（平成十八年五月一日）から施行

する。

附　則（平成十九年三月三十一日総務省令

第五十号）

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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250グラムを超え
500グラムまで

1,500円 1,800円 2,200円

500グラムを超え
1キログラムまで

2,200円 2,800円 3,600円

1キログラムを超え
2キログラムまで

2,900円 4,100円 5,700円

2キログラムを超え
3キログラムまで

3,600円 5,400円 7,800円

3キログラムを超え
4キログラムまで

4,300円 6,700円 9,900円

重　量
地 帯

第一地帯 第二地帯 第三地帯

250グラムまで 1,200円 1,400円 1,600円

（備考）各地帯の地域の明細については、付表に掲げるところによる。

別表（第四条関係）
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付表　各地帯の地域の明細表

■第1地帯

アフガニスタン

アメリカ合衆国の海外領土
ウェーキ
北マリアナ諸島

グアム
ミッドウェイ諸島

インド

インドネシア

カンボジア

北朝鮮

シンガポール

スリランカ

タイ

大韓民国

台湾

中華人民共和国

ネパール

パキスタン

パラオ

バングラデシュ

東ティモール

フィリピン

ブータン

ブルネイ

ベトナム

香港

マーシャル

マカオ

マレーシア

ミクロネシア

ミャンマー

モルディブ

モンゴル

ラオス

アジア

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国の海外領土
プエルト・リコ
米領ヴァージン諸島

アンギラ

アンティグア・バーブーダ

英領ヴァージン諸島

エルサルバドル

オランダ領アンティール及びアルバ

ガドループ

カナダ

キューバ

グアテマラ

グレナダ

ケイマン諸島

コスタリカ

サンピエール及びミクロン

ジャマイカ

セントクリストファー・ネーヴィス

セントビンセント

セントルシア

タークス及びカイコス諸島

ドミニカ

ドミニカ共和国

トリニダード・トバゴ

ニカラグア

ハイチ

パナマ

バハマ

バミューダ諸島

バルバドス

ベリーズ

ホンジュラス

マルチニーク

メキシコ

モントセラト

北米、中米及び西インド諸島

アイスランド

アイルランド

アゼルバイジャン

アルバニア

アルメニア

アンドラ

イタリア

ウクライナ

ウズベキスタン

英国

エストニア

オーストリア

オランダ

ガーンジー

カザフスタン

ギリシャ

キルギス

グルジア

クロアチア

サンマリノ

ジブラルタル

ジャージー

スイス

スウェーデン

スペイン

スペインの海外領土
カナリ－諸島
ジャデュ
セウタ
チャファリナス諸島
バレアレス諸島
メリリア

スロバキア

スロベニア

セルビア

タジキスタン

チェコ

デンマーク

ドイツ

トルクメニスタン

ノルウェー

バチカン

ハンガリー

フィンランド

フランス

ブルガリア

ベラルーシ

ベルギー

ポーランド

ボスニア・ヘルツェゴビナ

ポルトガル

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

マルタ

モナコ

モルドバ

モンテネグロ

ラトビア

リトアニア

リヒテンシュタイン

ルーマニア

ルクセンブルク

ロシア

ヨーロッパ

■第2地帯

オーストラリア

キリバス

サモア

ソロモン

ツバル

トンガ

ナウル

ニュー・カレドニア

ニュージーランド

バヌアツ

パプアニューギニア

ピトケアン

フィジー

仏領ポリネシア

その他のオセアニアの諸島

オセアニア地域

アゾレス諸島及び
マデイラ諸島を含む。（ ）
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■第3地帯

アセンション

アルジェリア

アンゴラ

ウガンダ

エジプト

エチオピア

エリトリア

ガーナ

カーボヴェルデ

ガボン

カメルーン

ガンビア

ギニア

ギニアビサウ

ケニア

コートジボワール

コモロ

コンゴ共和国

コンゴ民主共和国

サントメ・プリンシペ

ザンビア

シエラレオネ

ジブチ

ジンバブエ

スーダン

スワジランド

セーシェル

赤道ギニア

セネガル

セント・ヘレナ

ソマリア

タンザニア

チャド

中央アフリカ

チュニジア

トーゴ

トリスタン・ダ・クーニャ

ナイジェリア

ナミビア

ニジェール

ブルキナファソ

ブルンジ

ベナン

ボツワナ

マダガスカル

マラウイ

マリ

南アフリカ共和国

モーリシャス

モーリタニア

モザンビーク

モロッコ

リビア

リベリア

ルワンダ

レソト

レユニオン

アフリカ

アラブ首長国連邦

イエメン

イスラエル

イラク

イラン

オマーン

カタール

キプロス

クウェート

サウジアラビア

シリア

トルコ

バーレーン

ヨルダン

レバノン

中近東地域

アルゼンチン

ウルグアイ

エクアドル

ガイアナ

コロンビア

スリナム

チリ

パラグアイ

フォークランド諸島（マルヴィナス諸島）

仏領ギアナ

ブラジル

ベネズエラ

ペルー

ボリビア

南米
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北海道

総合通信局

名　称

九州

総合通信局

信書便監理官
TEL：011-709-2311（内線:4684）
FAX：011-709-2481
E-mail：soudan-hokkaido@rbt.soumu.go.jp

信書便に関するお問い合わせ先
管轄区域 住　所 電話番号・FAX・E-mail

北海道
〒060-8795
札幌市北区北8条西2-1-1
札幌第1合同庁舎 12階

東北

総合通信局

青森県・岩手県
宮城県・秋田県
山形県・福島県

〒980-8795
仙台市青葉区本町3-2-23
仙台第2合同庁舎 12階

信書便監理官
TEL：022-221-0631
FAX：022-221-0612
E-mail：tohoku-shinshobin@rbt.soumu.go.jp

関東

総合通信局

茨城県・栃木県
群馬県・埼玉県
千葉県・東京都
神奈川県・山梨県

〒102-8795
千代田区九段南1-2-1
九段第3合同庁舎 22階

信書便監理官
TEL：03-6238-1642
FAX：03-6238-1649
E-mail：kanto-shinsyobin@rbt.soumu.go.jp

信越

総合通信局
新潟県・長野県

〒380-8795
長野市旭町1108
長野第1合同庁舎 5階

信書便監理官
TEL：026-234-9932
FAX：026-234-9969
E-mail：shinetsu-shinshobin@rbt.soumu.go.jp

北陸

総合通信局
富山県・石川県
福井県

〒920-8795
金沢市広坂2-2-60
金沢広坂合同庁舎 6階

信書便監理官
TEL：076-233-4428
FAX：076-233-4499
E-mail：b-pda@rbt.soumu.go.jp

東海

総合通信局
岐阜県・静岡県
愛知県・三重県

〒461-8795
名古屋市東区白壁1-15-1
名古屋合同庁舎第3号館
4階

信書便監理官
TEL：052-971-9116
FAX：052-971-9118
E-mail：info-tokai@rbt.soumu.go.jp

近畿

総合通信局

滋賀県・京都府
大阪府・兵庫県
奈良県・和歌山県

〒540-8795
大阪市中央区大手前1-5-44
大阪合同庁舎第1号館 4階

信書便監理官
TEL：06-6942-8596
FAX：06-6942-9014
E-mail：kinki-shinsyobin＠rbt.soumu.go.jp

中国

総合通信局

鳥取県・島根県
岡山県・広島県
山口県

〒730-8795
広島市中区東白島町19-36
1階

信書便監理官
TEL：082-222-3400
FAX：082-221-0075
E-mail：chugoku-shinsyobin@rbt.soumu.go.jp

四国

総合通信局
徳島県・香川県
愛媛県・高知県

〒790-8795
松山市宮田町8-5  6階

信書便監理官
TEL：089-936-5031
FAX：089-936-5007
E-mail：shikoku-shinshobin@rbt.soumu.go.jp

福岡県・佐賀県
長崎県・熊本県
大分県・宮崎県
鹿児島県

〒860-8795
熊本市二の丸1-4
熊本合同庁舎第2号館 4階

信書便監理官
TEL：096-326-7848
FAX：096-356-3523
E-mail：kyusyu-shinshobin@rbt.soumu.go.jp

沖縄総合

通信事務所
沖縄県

〒900-8795
那覇市東町26-29  4階

信書便監理官
TEL：098-865-2388
FAX：098-865-2311
E-mail：okinawa-shinshobin@rbt.soumu.go.jp

総務省　情報流通行政局　郵政行政部　信書便事業課
〒100-8926 千代田区霞ヶ関2-1-2
TEL：03-5253-5974・5976 FAX：03-5253-5979 E-mail：shinshobin@soumu.go.jp


